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令和５年 1 月 4 日 

貿易関係証明ご申請者各位 

新潟商工会議所 

 

原産地証明書のオンライン発給開始について 

 

新潟商工会議所では、貿易関係証明に関する事業所からの電子化ニーズの高まりや、諸外国における

電子化の状況を受けて、貿易関係証明のオンライン発給の実施に向けて検討を重ねてまいりました。 

今般、「貿易関係証明発給システム」の非特恵(一般)原産地証明書のオンライン発給機能が提供可能の

目途が立ちましたので、システム利用の受付を開始いたしました。 

 オンライン発給の証明書の使用に関しては、事前に関係者様へご確認くださいますようお願い申し上

げます。初回は、従来通りの書面も併用して発給させていただきます。オンライン発給の場合、手数料は

クレジットカード決済となりますので、ご準備の程よろしくお願いいたします。 

なお、従来通り書面での申請を希望する事業所様に対しては当会議所内貿易証明書発給窓口にて引

き続き対応いたします。（今後、オンラインへの移行を推奨予定）  

よろしければ下記をご参照いただき、貿易登録によるＩＤ・パスワードをご取得のうえ、ご利用ください。 

現在、貿易登録をされていて「書面」での発行をご希望の事業所は次回更新からオンラインでの貿易登

録となります。更新をご検討の場合は会員サービス課（相馬）までご連絡ください。 

 

１．対象となる証明書 

一般原産地証明（日本産） 、一般原産地証明（外国産）、インボイス証明、サイン証明 

 

２．手続きの流れ 

（１）貿易登録（※詳細は、貿易関係証明発給システム利用マニュアルをご確認ください。） 

・現在貿易登録をしている場合でも、新たに「貿易関係証明発給システム」に登録し、ＩＤ・パスワードの

取得が必要です。 

・登録する際、必要書類（①誓約書、②業態内容届、③署名届、④履歴事項全部証明書）をご提出くださ

い。※①～③はシステムからダウンロードしてください。 

・登録完了後は、オンライン・窓口ともに発給が可能になります。 

・オンライン登録による貿易登録を行うことで、新たに２年間登録有効になります。 

（２）発給申請（※詳細は、貿易関係証明発給システム利用マニュアルをご確認ください） 

「貿易関係証明発給システム」にログインして必要事項を入力し、オンライン申請をしてください。 

（３）証明手数料決済 

当所がシステム上で審査、認証後、オンライン決済。（クレジットカード決済） 

【各種手数料】※税込表記 

 

※オンライン発給の場合、 

証明書発給 1 件につき 

システム利用料 160 円が 

かかります。 

 

内容 会員 非会員 

登録料 ２，２００円 11，000 円 

更新料 無料 11，000 円 

証明料（1 件分） 
1,100 円（窓口） 2，200 円（窓口） 

1,260 円（オンライン） 2,360 円（オンライン） 
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（４）発 給 

決済完了後、証明書の印刷が可能となり、自社プリンターでカラー印刷。 

 

３.「貿易関係証明発給システム」利用開始日：202３年１月４日(水) 9：00 開始 

  (システム稼働時間 08：30～17：30)※土日祝日・年末年始を除く 

 

４．システムの主な機能  OS：Windows10（指定ﾌﾞﾗｳｻﾞ：Google Chrome） 

(1)貿易業者登録申請   

   URL：https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=0801 

   ●業者登録の方法を動画でもご覧いただけます→ 「動画マニュアル・貿易登録申請の手順」  

 

(2)非特恵原産地証明書発給申請    

   URL：https://coo.jcci.or.jp/eCO/ 

   ●発給申請の方法を動画でもご覧いただけます→ 「 動画マニュアルオンライン申請・発給の手順 」  

 

(3)非特恵原産地証明書(日本産) ・（外国産）、インボイス証明、サイン証明発給 

・インボイスは各社の基準で作成する書類のため、各社毎に様式が異なりますが、本システムにおけるイ

ンボイス証明では、商工会議所が指定する様式のみオンライン申請・発給が可能となります。自社の様

式で作成いただくインボイスについてインボイス証明を行うことはできませんので、ご了承ください。  

・サイン証明は、申請者が任意に作成した私文書を対象としておりますが、本システムにおけるサイン証

明では、商工会議所が指定する様式の「衛生証明書」および「自由販売証明書」のみオンライン申請・発

給が可能となります。自社作成の私文書についてサイン証明を行うことはできませんので、ご了承く

ださい。 

 

※使用条件や使用方法等の詳細については、操作マニュアルをご確認ください。 

  操作マニュアルのダウンロードはコチラ⇓ 

①貿易関係証明発給システム利用マニュアル【申請者用】 

②原産地証明書（外国産）マニュアル【申請者用】 

③インボイス証明マニュアル【申請者用】 

④サイン証明マニュアル【申請者用】 

⑤サブ ID 管理マニュアル 

 

※肉筆証明や物理的な加工が必要な証明等には対応していません。 

 

(4)上記機能に関する基本設定、ユーザー設定、マスタ設定等 

(5)リファレンスシステム 

輸入国の税関や輸入者は、受け取った証明書の真正性を確認することができます。 

 

本件に関する問合せ先： 

  会員サービス課 （相馬七海） 

   025-290-4209 （土日・祝祭日を除く平日 9:30～12：00、13:00～17:00） 

https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=0801
https://www.youtube.com/watch?v=J7UGj0zokwg
https://coo.jcci.or.jp/eCO/
https://www.youtube.com/watch?v=HrS2WV8l9ss
https://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/cf6dcc637a9627ad97d0c36f83d4c00c.pdf
https://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/d7bdb9790b3cd64eabae7300ab05a48a.pdf
https://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/ae86e14b8cebeed46b80f67fcdccf17b.pdf
https://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/2ed3ff6c8f4bae716d951e322432ed62.pdf
https://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/eac2ca50e9502b2890bdb489ebbe669c.pdf
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【オンライン発給のメリット】 

・商工会議所へ出向かずに申請・証明書受領が出来るため、時間が節約できます。 

・オンライン発給の手数料決済はクレジットカード払いのみ対応、現金決済が不要となります。 

・証明書は、貴社にて一般的な A4 白紙に印刷。専用紙の購入・保管のコストが削減できます。 

・オンライン申請の履歴を活用した発給申請が可能で、入力の手間を省けます。 

 

★ご注意★ 

①原産地証明書は連続記載方式となり、すべてのページに申請者と商工会議所のサインが記載され、

商工会議所の割印は記載しません。アタッチシート方式は使用できません。 

②発給後の訂正は、一切出来ません。修正が必要な場合は再発給となり、手数料が新たに発生します。 

③発給した証明書の真正性は専用のリファレンスサイト上で、証明番号又はＱＲコードを用いて確認で 

きます。 

④肉筆証明や物理的な加工が必要な証明等には対応していません。 
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